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記事の要約記事の要約

66月月11日から、海外起源で日本の生態系に被害を日から、海外起源で日本の生態系に被害を
及ぼす特定外来生物を規制する外来生物法が施及ぼす特定外来生物を規制する外来生物法が施
行された。これを受け、万単位のアライグマの生息行された。これを受け、万単位のアライグマの生息
が推定されている神奈川県はアライグマの防除計が推定されている神奈川県はアライグマの防除計
画に踏み出す予定だ。日本では、画に踏み出す予定だ。日本では、19701970年代のア年代のア
ニメ「あらいニメ「あらいぐまぐまラスカル」ブームの余韻や日本にラスカル」ブームの余韻や日本に
は天敵がいないことが、アライグマ急増の後押しをは天敵がいないことが、アライグマ急増の後押しを
した。今回の外来生物法の施行に伴って、様々なした。今回の外来生物法の施行に伴って、様々な
規制がなされる。しかし、農作地での被害はあるも規制がなされる。しかし、農作地での被害はあるも
のの、防除の対象とすることには、「まずは殺す以のの、防除の対象とすることには、「まずは殺す以
外の対策を考えるべきなのでは・・・」と問題視する外の対策を考えるべきなのでは・・・」と問題視する
声も上がっている。声も上がっている。



外来生物法とは・・・外来生物法とは・・・

正式名称：特定外来生物被害防止法



外来生物法で規制される事項外来生物法で規制される事項



アライグマの日本での広がりアライグマの日本での広がり

アライグマ・・・北米原産アライグマ・・・北米原産

ペットとして日本に輸入ペットとして日本に輸入

→１９８５年頃に販売のピーク→１９８５年頃に販売のピーク

しかし・・・しかし・・・

＊アライグマが逃げ出したり、手に負えなくなり＊アライグマが逃げ出したり、手に負えなくなり
捨てられたりして、野生化したアライグマが急増捨てられたりして、野生化したアライグマが急増

さらに・・・さらに・・・

＊アライグマの天敵がいない＊アライグマの天敵がいない



アライグマの生息数アライグマの生息数

各自治体がそれぞれ調査中のため、全国規模で各自治体がそれぞれ調査中のため、全国規模で
は未知数・・・は未知数・・・

たとえば・・・たとえば・・・

＊神奈川県・・・１万頭はいると推定されている。＊神奈川県・・・１万頭はいると推定されている。

＊北海道・・・他の都道府県より研究進んでいる。＊北海道・・・他の都道府県より研究進んでいる。

→次のスライドへ→次のスライドへ



北海道の被害額と捕獲頭数北海道の被害額と捕獲頭数



アライグマによる被害アライグマによる被害

農業への被害農業への被害

人体への危害人体への危害

生態系への被害生態系への被害

生活環境に関わる被害生活環境に関わる被害



環境省の外来種殺害予算環境省の外来種殺害予算

外来種対策費・・・３億円外来種対策費・・・３億円

＊防除・・・２億円＊防除・・・２億円

＊事務経費・・・１億円＊事務経費・・・１億円

アライグマの殺害モデル地域はまだどこになアライグマの殺害モデル地域はまだどこにな
るか決定していない。るか決定していない。

→環境省は各自治体に頼っている現状→環境省は各自治体に頼っている現状

＊費用は主に自治体財源から＊費用は主に自治体財源から



問題提起問題提起

もはやアライグマの根絶は不可能な状況もはやアライグマの根絶は不可能な状況

＊アライグマの増加数・かかる費用＊アライグマの増加数・かかる費用

→そこで・・・→そこで・・・

外来種対策費は駆除優先ではなく、柵の設外来種対策費は駆除優先ではなく、柵の設

置など被害防除や被害補償優先に使うべき置など被害防除や被害補償優先に使うべき
なのでは・・・なのでは・・・

→しかし・・・→しかし・・・

これだけでは数が増える一方なので・・・これだけでは数が増える一方なので・・・



解決策①解決策①

他の野生動物と同じように、被害があって他の野生動物と同じように、被害があって
やむを得ないときには、有害獣駆除で対応。やむを得ないときには、有害獣駆除で対応。

→人間に対する被害の対策→人間に対する被害の対策

見つけ次第すぐに殺すのではなく、ある程見つけ次第すぐに殺すのではなく、ある程
度の駆除はやむを得ない。度の駆除はやむを得ない。

→在来動物に対する被害の対策→在来動物に対する被害の対策



解決策②解決策②

自社の製造品や販売品が社会に損害自社の製造品や販売品が社会に損害

→多くの企業はその代償を払う→多くの企業はその代償を払う

なぜ外来動物種を持ち込んだ動物種を持ちなぜ外来動物種を持ち込んだ動物種を持ち
込んだ動物販売者などの関連業界は賠償を込んだ動物販売者などの関連業界は賠償を
免れているのか？？？免れているのか？？？

→そのような業界への責任追及もすべきな→そのような業界への責任追及もすべきな
のでは？？？のでは？？？



環境白書①環境白書①
狩猟は人間の生業やスポーツ等として行われてき

たが、野生鳥獣を自然の収容力に見合った生息数
に管理する手段としても役割を果たしている。

（中略）
狩猟対象については、農作物への被害が増加し

ている種や生態系への影響などが懸念される外来
種等を追加している。最近では、平成6年5月に、ヒ
ヨドリ、アライグマ等5種が追加され、リス、ムササビ、
ビロウドキンクロ、コオリガモ、ウミアイサの5種が削
除された。

（平成１１年環境白書より抜粋）



環境白書②環境白書②

平成平成1515年年1212月に中央環境審議会から答申がなされ月に中央環境審議会から答申がなされ
た「移入種対策に関する措置の在り方について」の内た「移入種対策に関する措置の在り方について」の内
容を踏まえ、容を踏まえ、外来生物外来生物のデータベースの構築、導入にのデータベースの構築、導入に
当たっての影響評価手法の確立、効果的な防除手法当たっての影響評価手法の確立、効果的な防除手法
の検討等を含め、特にの検討等を含め、特に※※生態系等に著しい影響を与生態系等に著しい影響を与
えるえる外来生物の影響の防止外来生物の影響の防止について法制度の確立について法制度の確立をを
図るための作業を進めます。図るための作業を進めます。※※※※絶滅のおそれのあ絶滅のおそれのあ
る種の捕食など、る種の捕食など、外来生物による生態系への影響外来生物による生態系への影響がが
現に生じている地域においては、引き続き、外来生物現に生じている地域においては、引き続き、外来生物
の排除のための事業を進めます。の排除のための事業を進めます。

（平成１６年環境白書より抜粋）（平成１６年環境白書より抜粋）



私たちの意見私たちの意見

見つけ次第殺すというのは安直すぎるが、あ見つけ次第殺すというのは安直すぎるが、あ
る程度の駆除はやむを得ない。る程度の駆除はやむを得ない。

→つまり・・・→つまり・・・

＊農作物や人に被害を与えるときや、市街＊農作物や人に被害を与えるときや、市街

地に下りてきて迷惑をかける場合、家、納屋地に下りてきて迷惑をかける場合、家、納屋
に住み着くときは駆除はやむを得ない・・・に住み着くときは駆除はやむを得ない・・・

＊しかし、われわれ人間が生息地に入り込ん＊しかし、われわれ人間が生息地に入り込ん
で駆除するのには反対！で駆除するのには反対！
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